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 病気やけがをすると診察費や入院費など医療費がかかりますが、日本では、すべての国民が安心して
 獲療機関を受診できるように、いずれかの璽療保険に加入することになっています。この制度が「国民皆
 保険制度」と呼ばれています。この制度により、わたしたちは、職業・年齢・住んでいる地域を問わず、少
 ない負担でギだれでも、いつでも、安心して医療機関を受診する」ことができます。この医療保険は、職域・
 地域、年齢(高齢老齢)によって以下のように分かれています。
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 一般健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・○L(民間会社の勤労者)
 法第3条第2項の健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等
 規定による被保険者(一定期間をこえて使用される人を除く)
 船員として船舶所有者に使用される人
 共済組合(短期給付)国家公務員、地方公務員など
 国民健康保険
 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民
 国民健康保険
 厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている75歳未満等の人
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 このような全ての国民を対象にした公的保険織綾は、盤界でも類をみない優れた調度です。しかし、高齢社会に伴う医療費の増大などを理由として、医療
 保険の一元化や公的給付範囲の見直しが必要との意見があります。わたしたちや後に続く世代の人々が、安心して暮らせるような制度を構築するために、
 皆で考え、議論していくことが必要になってきています。
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